
議第３３号

三島市体育施設条例の一部を改正する条例案

三島市体育施設条例（平成16年三島市条例第24号）の一部を次のように改正する。

別表第 1 の 1 三島市民体育館の利用料金の限度額等⑴施設中

「

基本利用料金

午前 午後 昼間 夜間 午後・夜間 全日

午 前 9 時 午 後 1 時 午 前 9 時 午 後 6 時 午 後 1 時 か 午 前 9 時 か

か ら 正 午 か ら 午 後 か ら 午 後 か ら 午 後 ら 午 後 9 時 ら 午 後 9 時

ま で 5 時 ま で 5 時 ま で 9 時 ま で ま で ま で

1,540円 2,060円 3,600円 4,120円 6,180円 7,210円

720円 1,230円 1,750円 2,060円 2,570円 3,090円

1 0 , 3 0 0円 15 , 4 5 0円 20 , 6 0 0円 25 , 7 5 0円 41 , 2 0 0円 5 1 , 5 0 0円

を4,630円 7,210円 12 , 3 6 0円 14 , 4 2 0円 20 , 6 0 0円 2 5 , 7 5 0円

2,570円 3, 60 0円 6,180円 7,210円 10 , 3 0 0円 1 3 , 3 9 0円

36 , 0 5 0円 51 , 5 0 0円 66 , 9 5 0円 82 , 4 0 0円 128,750円 159,650円

6 1 0円 72 0円 820円 1, 03 0円 1,540円 2,060円

300円 41 0円 510円 610円 820円 1,030円

2,060円 2,570円 3,090円 4,120円 6,180円 8,240円

510円 82 0円 1,030円 1,230円 2,060円 2,570円

300円 41 0円 510円 610円 1,030円 1,280円

」



「

基本利用料金

午前 午後 昼間 夜間 午後・夜間 全日

午 前 9 時 午 後 1 時 午 前 9 時 午 後 6 時 午 後 1 時 か 午 前 9 時 か

か ら 正 午 か ら 午 後 か ら 午 後 か ら 午 後 ら 午 後 9 時 ら 午 後 9 時

ま で 5 時 ま で 5 時 ま で 9 時 ま で ま で ま で

1,580円 2,110円 3,700円 4,230円 6 , 3 5 0円 7,410円

740円 1,260円 1,800円 2,110円 2 , 6 4 0円 3,170円

10 , 5 9 0円 15 , 8 9 0円 21 , 1 8 0円 26 , 4 8 0円 42 , 3 7 0円 5 2 , 9 7 0円

に改め、4,760円 7,410円 12 , 7 1 0円 14 , 8 3 0円 21 , 1 8 0円 2 6 , 4 8 0円

2,640円 3,700円 6,350円 7,410円 10 , 5 9 0円 1 3 , 7 7 0円

37 , 0 8 0円 52 , 9 7 0円 68 , 8 6 0円 84 , 7 5 0円 132,420円 164,210円

620円 74 0円 840円 1,050円 1,580円 2,110円

300円 42 0円 520円 620円 840円 1,050円

2,110円 2,640円 3,170円 4,230円 6,350円 8,470円

520円 84 0円 1,050円 1,260円 2,110円 2,640円

300円 42 0円 520円 620円 1,050円 1,310円

」

同表 1 三島市民体育館の利用料金の限度額等⑴施設備考 9 中「1, 0 0 0円」を

「1, 0 2 0円」に 「5 0 0円」を「5 1 0円」に改め、同表 1 三島市民体育館の利用料、

金の限度額等⑵附属設備等中

「 「



1 , 5 4 0円 3, 090円 1,5 80円 3,170円

2 0 0円 4 1 0円 2 0 0円 4 2 0円

2 0 0円 4 1 0円 2 0 0円 4 2 0円

1 0 0円 2 0 0円 を 1 0 0円 2 0 0円 に、

1 0 0円 2 0 0円 1 0 0円 2 0 0円

2 0 0円 4 1 0円 2 0 0円 4 2 0円

1 0 0円 2 0 0円 1 0 0円 2 0 0円

5 1 0円 1, 030円 5 2 0円 1,050円

」 」

「 「

3 0 0円 5 1 0円 3 0 0円 5 2 0円

20円 40円 20円 40円

20円 40円 20円 40円

5 1 0円 1, 030円 5 2 0円 1,050円

5 1 0円 1, 030円 5 2 0円 1,050円

2 0 0円 4 1 0円 を 2 0 0円 4 2 0円 に改め、

1 0 0円 2 0 0円 1 0 0円 2 0 0円

2 0 0円 4 1 0円 2 0 0円 4 2 0円

20円 40円 20円 40円

20円 40円 20円 40円

5 1 0円 5 1 0円 5 2 0円 5 2 0円

」 」

同表 2 グラウンド等の利用料金の限度額等⑴三島市錦田グラウンド及び三島市文

教テニスコート中

「

金額



早朝 午前 午後 夜間 全日

午前 7 午前 9 正午か 午後 6 午前 9 1 回

時から 時から ら午後 時から 時から

午前 9 正午ま 5 時ま 午後 9 午後 5

時まで で で 時まで 時まで

410円 820円 1,230 5,150 2,060

円 円 円

を

610円 1,030 2,060 7,210 3,090

円 円 円 円

3,090 4,120 1,030

円 円 円

4,630 6,180 1,540

円 円 円

3,090 4,120 1,030

円 円 円

4,630 6,180 1,540

円 円 円

」

「

金額

早朝 午前 午後 夜間 全日

午前 7 午前 9 正午か 午後 6 午前 9 1 回

時から 時から ら午後 時から 時から

午前 9 正午ま 5 時ま 午後 9 午後 5

時まで で で 時まで 時まで

420円 840円 1,260円 5,290円 2,110円



に改め、

620円 1,050円 2,110円 7,410円 3,170円

3,170円 4,230円 1,050円

4,760円 6,350円 1,580円

3,170円 4,230円 1,050円

4,760円 6,350円 1,580円

」

同表 2 グラウンド等の利用料金の限度額等⑵三島市南二日町人工芝グラウンド中

「2, 6 0 0円」を「2, 6 7 0円」に 「5, 2 0 0円」を「5, 3 4 0円」に改め、同表 2 グラ、

ウンド等の利用料金の限度額等⑵三島市南二日町人工芝グラウンド備考 4 中

「2, 2 0 0円」を「2, 2 6 0円」に 「1, 1 0 0円」を「1, 1 3 0円」に改め、同表 3 三島、

市民温水プールの利用料金の限度額中「4 0 0円」を「4 1 0円」に改める。

附 則

1 この条例は、平成26年 4 月 1 日から施行する。

2 この条例の施行前に承認した体育施設の利用に係る料金の額については、改正

後の別表第 1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成２６年２月１８日提出

三島市長 豊 岡 武 士


